
 

 

白川町告示第３１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、下記のとおり公

表する。 

 

令和８年６月１２日 

 

白川町長  佐 伯 正 貴 

 

記 

 

１ 令和８年度 白川町一般会計補正予算（第１号） 



                                

 

令和８年度 

 

 

補 正 予 算 書 及 び 説 明 書  

 

 

 

白  川  町 
 

 

 

 

一般会計補正予算 第１号 



 

目                 次 

 

 

 

 

議第２８号    白 川 町 一 般 会 計 補 正 予 算（第１号） ----------------------------------  １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議第２８号 

 

   令和８年度白川町一般会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度白川町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ８，８５３，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 

   令和８年６月１１日提出 

 

白川町長 佐 伯 正 貴 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

15 国 庫 支 出 金 ９６４，３４１ ４，７６１ ９６９，１０２

2 国 庫 補 助 金 ５５８，００９ ４，７６１ ５６２，７７０

16 県 支 出 金 ５５８，１４５ １２，４１１ ５７０，５５６

2 県 補 助 金 ３１４，４４４ １２，４１１ ３２６，８５５

19 繰 入 金 ４６５，５７０ ８，５００ ４７４，０７０

1 基 金 繰 入 金 ４２２，８００ ８，５００ ４３１，３００

20 繰 越 金 １００，０００ １３，６２８ １１３，６２８

1 繰 越 金 １００，０００ １３，６２８ １１３，６２８

22 町 債 ２，３２０，９００ ２３，７００ ２，３４４，６００

1 町 債 ２，３２０，９００ ２３，７００ ２，３４４，６００

４，３８１，０４４ ０ ４，３８１，０４４

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ８，７９０，０００ ６３，０００ ８，８５３，０００

【第１表】

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額
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【第１表】

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

2 総 務 費 １，１３９，８９０ ３４，３７０ １，１７４，２６０

1 総 務 管 理 費 ６２０，８９０ △１４，２４０ ６０６，６５０

2 企 画 費 ３８８，６１０ ２４，９００ ４１３，５１０

3 徴 税 費 ６２，０３０ １，１００ ６３，１３０

4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ５５，３６０ ２２，６１０ ７７，９７０

3 民 生 費 １，４１０，１５０ △１０，２７０ １，３９９，８８０

1 社 会 福 祉 費 １，０４５，５８０ △１０，２７０ １，０３５，３１０

4 衛 生 費 ７８９，３００ ３，３６０ ７９２，６６０

1 保 健 衛 生 費 ６００，１８０ ４，４３０ ６０４，６１０

2 清 掃 費 １８９，１２０ △１，０７０ １８８，０５０

5 農 林 水 産 業 費 ７４８，９９０ ５，５９０ ７５４，５８０

1 農 業 費 ３６４，９９０ ５，２８０ ３７０，２７０

2 林 業 費 ３８４，０００ ３１０ ３８４，３１０

6 商 工 費 １４４，２５０ ２４，４００ １６８，６５０

1 商 工 費 １４４，２５０ ２４，４００ １６８，６５０

7 土 木 費 ６９９，７２０ ２，９９０ ７０２，７１０

3 河 川 費 １４２，９５０ ２，９９０ １４５，９４０

9 教 育 費 ２，７５６，９８０ ２，５６０ ２，７５９，５４０

1 教 育 総 務 費 ２，３０５，４００ ６，１６０ ２，３１１，５６０

5 給 食 セ ン タ ー 費 １６１，０２０ ６６０ １６１，６８０
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(単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

6 社 会 教 育 費 １４４，４９０ △４，２６０ １４０，２３０

１，１００，７２０ ０ １，１００，７２０

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ８，７９０，０００ ６３，０００ ８，８５３，０００

【第１表】

補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額
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【第2表】

（追加）

地　　　　方　　　　債　　　　補　　　　正

（単位：千円）

起　　　債　　　の　　　目　　　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

21 せ せ ら ぎ の 里 管 理 運 営 事 業 23,700 証券発行又は普通貸借
の方法により政府その他
から起債する。

年5.0%以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる政
府資金及び地方公共団体
金融機構資金について、利
率見直しを行った後におい
ては、当該見直し後の利
率）

借入先の融通条件によるものとする。
ただし本町の都合により、その全部
又は一部を繰上償還することができ
る。

合　　　　　計 23,700
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白川町告示第３１号


　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、下記のとおり公表する。

令和８年６月１２日


白川町長　　佐　伯　正　貴

記


１　令和８年度　白川町一般会計補正予算（第１号）



